
 

 

 

液状化による宅地の被害の復旧を支援します 

 
令和６年能登半島地震 

 

柏崎市液状化被災宅地復旧支援事業 
 

受付開始 令和６(2024)年 10 月 1 日から 

 

相談および申請の窓口 

柏崎市役所 ４階（柏崎市日石町２番１号） 

受付時間 毎日（土日祝を除く） 午前８時３０分から午後５時００分まで 

都市整備部 都市計画課 街路公園係 電話０２５７-２１-２２９８（課直通） 

事業の内容や申請書類が市のホームページからダウンロードできます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「柏崎市液状化被災宅地復旧支援事業」で検索 



 

 

申請書・報告書の作り方ガイド 

・主な申請書・報告書類の作り方を解説しています。 

・本書に加え、「柏崎市液状化被災宅地復旧支援事業ご利用の手引き」 

8～11 ページに記載の『必要書類』をご覧いただき、申請などに必要な

書類をご用意ください。 

・なお、ここに載っていない手続き（変更交付申請など）は、表紙に記載し

た相談・申請窓口までお問い合わせください。 

 

 

■ これから工事する方、工事実施中の方、 

   工事が完了したが支払い前の方はこちら↓ 

①最初に補助金を申し込むとき ページ 

 ア） １－１ 補助金交付申請書 2 ～ 5 

 イ） １－２ 事業概要・補助金額算定書 6 ～ 9 

     （参考） 見積書の見方 10 ～ 11 

 ウ） １―３ 液状化被災状況説明報告書 12 ～ 13 

②工事が完了し、補助金の振込みを受けるとき ページ 

 エ） 2－１ 実績報告書 14 ～ 15 

 オ） １―2 事業概要・補助金額算定書 6 ～ 9 

 

 

■ 工事が完了し、支払済みの方はこちら↓ 

①補助金を申し込むとき（実績報告書も一緒に提出） ページ 

 カ） 3 補助金交付申請書兼実績報告書 16 ～ 19 

 キ） １－２ 事業概要・補助金額算定書 6 ～ 9 

 ケ） １―３ 液状化被災状況説明報告書 12 ～ 13 

 

 

 

 

※本書の写真・図の一部は「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル（被災宅地危険度判定連絡協議会）」より引用しています。 
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1-1 補助金交付申請書 → 目次 ア）           
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書き方の解説 

① 提出年月日 

・書類を市に提出する日付を記載してください。 

② 申請者 

・申請者（補助金の交付を受けようとする方）の郵便番号、住所、氏名、フリ 

ガナ（カタカナで記載）、電話番号を記載してください。 

・被災したお住まいから一時的に避難している場合は、避難先である現住所 

をご記載ください（郵送など書類が受け取れる宛先となります）。 

③ り災番号など以下を参考に、り災証明書から転記してください。 
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1-1 補助金交付申請書 （つづき）              
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書き方の解説 

④ 被災住宅の建て方 

・手引き２ページ（本支援制度における住宅の定義のア・ウ・エ・オ）を参照し、

該当するものの□を黒塗りしてください。 

⑤ 申請者の区分 

・手引き２ページ（申請の要件②対象となる者）を参照し、該当するものの□

を黒塗りしてください。 

⑥ 被災宅地の所有者 

・申請される方と宅地（土地）の所有者が異なる場合は、その所有者の方の 

住所・氏名を記載してください。またその場合、添付書類として、その土地

を所有する方の同意書が必要となります。 

⑦ 予定工事期間 

・工事の予定期間を記載してください。 

・既に着手したもの・完了したものは、それぞれその日付を記載してくださ

い。 

⑧ 補助対象要件に関する確認 ・ 確認事項 

・本補助金の対象となる条件のうち主要なものを記載しています。 

・ひとつでも適合しないものがある場合は、補助金の対象になりません。 

⑨ 補助金申請額 

・手引き５ページ及び本書９ページ（1-2．事業概要・補助金額算定書⑨【H】） 

を参照し、算出した補助金申請額を記載してください。 
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1-2 事業概要・補助金額算定書 → 目次 イ）、カ）、ク）         
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書き方の解説 

【注意事項】 

★本書は補助金の額を算出する重要な書類です。手引き５ページの算定要件を確

認し、記載誤りや計算間違いなどがないよう十分ご注意ください。 

★工事を複数の契約に分けて実施する場合、この書類は、契約ごとに作成してくだ

さい。その場合、①から⑥までは契約（見積書）ごとに 1 枚とし、⑦から⑨まで

は、どれか 1 枚に全契約分をまとめてご記載ください。 

★計算方法や、実施する工事が補助の対象となるかどうかなど、ご不明な点があ

れば、必要に応じて、相談・申請窓口に見積書をご提示しご相談ください。（ただ

し、見積書の記載の仕方（詳細が明らかでない書き方など）により、窓口でも判断

できない場合があります。） 

① 工事費（税込） 【Ａ】 

・見積書の総額（税込み工事費）を記載してください。 

うち共通費・諸経費・値引きなど 【Ｂ】 

・見積書から、「共通費」「諸経費」「値引き」などとして計上されているものの

金額の合計を記載してください。 

Ａ － Ｂ 【Ｃ】 

・式（Ａ－Ｂ）のとおり計算した金額を記載してください。 

② 補助対象工事の項目 

・補助対象工事として実施するものの□を黒塗りしてください。 

・補助対象となるもの、ならないものの代表例や考え方は、別冊≪手引き(４

ページ)≫をご覧ください。 

③ 補助対象工事の内容 

・②で黒塗りした工事について、その工事の内容を記載してください。 

・工事の専門用語ではなく、『どのような被害に対して』『どのような方法で

復旧するか』を簡潔にご記載ください。 

④ 補助対象工事の工事費 

・②で黒塗りした工事の費用（補助対象となる工事金額）について、見積書か

ら抜き出し、合計額を記載してください。 

・見積書の見方の例は１０～１１ページをご覧ください。 

・補助対象内外は別冊≪手引き(４ページ)≫をご覧ください。 

⑤ 小計 【Ｄ】 

・④工事費の欄を 合計した値を記載してください。 
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1-2 事業概要・補助金額算定書（つづき）          
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書き方の解説 

⑥ 上記に係る共通費・諸経費・値引きなど 【E】 

・式（B×D／C）のとおり計算した金額を記載してください。 

・１円未満の端数は切り捨てとしてください。 

補助対象実額 【F】 

・式（D＋E）のとおり計算した金額を記載してください。 

⑦ 被災住宅関連支援事業に係る補助金などの額 

・これまでに活用されている、下記の制度の支援などの額を記載してくださ

い。 
 

【ア】災害救助法に規定する住宅の応急修理（国制度） 

⇒【イ】の欄に、下記のとおり計算した結果を記載してください。 

（１）アの額が 50 万円以下の場合は、０円 

（２）アの額が 50 万円超の場合は、（ア － 500,000 円） 

【ウ】新潟県被災者住宅応急修理支援制度に基づく住宅の応急修理（県制度） 
 

・これまでの活用額がご不明な場合は、相談・申請窓口にて申請状況をお調

べします。 

⑧ 他の補助金などの合計 【G】 

・⑦の【イ】、【ウ】の合計額を記載してください。 

（⑦【ア】は合計しません） 

⑨ 補助金申請額・算定額 【H】 

・式のとおり計算してください。 

⇒（⑥の【F】－500,000）×2/3 －⑧の【G】（千円未満切捨て） 

・なお工事契約が複数ある場合で、各契約の【F】を合計した額が 1,200 万

円（上限額）を超えるときは、【F】を 1,200 万円として計算してください。 

・この【H】の額が、補助金の申請額（算定額）となります。 

・1,000 円未満の端数は切り捨てとしてください。 
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1-2（参考） 見積書の見方                   

 補助対象工事に要する費用は消費税を含むため、税抜き価格で表示されている場

合は、消費税を考慮する必要があります。 
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見方の解説 

【注意事項】 

★見積書は、施工者さんにより、さまざまな形式で作られます。ここでは、前ページ

の参考例に基づいて解説します。 

★ご自身がお持ちの見積書のどこが下記ア～カにあたるかご不明な場合は、相談・

申請窓口に見積書をご提示しご相談ください。ただし、見積書の記載の仕方（詳

細が明らかでない書き方など）により、窓口でも判断できない場合があります。 

★なお、本補助金の対象金額は、見積書をもとに確認しますので、工事の内容や項

目ごとの金額がわかるものを作成してもらってください。補助金の対象となる

工事と対象とならない工事が合算されて金額が計上されている場合など、補助

金対象部分が明確に計算できない場合は、補助の対象として計上できません。 

ア 工事費（税込） 

・消費税も含めた工事費の総額です。 

・事業概要・補助金額算定書『工事費（税込）【Ａ】』に記載する額です。 

イ 消費税 

・工事費（総額）に含まれる消費税の額です。 

ウ 諸経費 

・事業概要・補助金額算定書『うち共通費・諸経費・値引きなど【B】』に記載す

る額です。 

・見積を作成する方により、様々な名称が使用されます。下記の例を参考と

してください。 

（例：共通費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、諸経費、値引、出精値

引、特別割引など） 

 

エ 

・ 

オ 

・ 

カ 

工事項目（内訳） 

・工事の項目ごとに、工事の内容と金額を区分して記載したものです。 

・この例では、エ（Ａ地盤沈下復旧）、オ（Ｂ傾斜修復）が本補助金の対象とな

ります。 

・その合計金額を事業概要・補助金額算定書（２）補助対象工事に項目ごとに

記載してください。 

・なお、この例のカ（Ｃ居間壁紙補修）は、宅地の復旧工事ではないため、本

補助金の対象とはなりません。そのため、事業概要・補助金額算定書への

記載や金額計上はできません。 
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1-3 液状化被災状況説明書 → 目次 ウ）        
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書き方の解説 

【注意事項】 

★液状化による宅地被害がどのように発生したか、被害の状況や規模などを説明

いただく資料です。 

★既に復旧工事が終わっているなど、地震発生直後の被害状況などの写真がない

場合は、復旧工事中の写真や復旧工事の痕跡など、被害状況を推測できる写真

を代替で入れてください。 

★なお、本書の写真のほか、申請書添付書類に必要となる写真（被災住宅の全景写

真、対象工事にかかる写真）は別途ご用意が必要です。 

① 発災時の状況 

・地震によりどのような被害が発生したかについて、該当するものの□を黒

塗りしてください。 

・選択肢に該当しない、又はどれに該当するか不明なときは、『その他』にそ

の状況を具体的に記述してください。 

・宅地の前面の道路や隣接地の状況などについても、可能な範囲で『その

他』にご記載ください。 

② 発災時の状況写真 

・①で□を黒塗りした被害について、カラー写真を入れてください。 

・写真の枚数が多いなどの場合は、この用紙と別に写真を印刷していただ

いて構いません 

③ 説明図など 

・宅地（敷地）を空から見下ろした図（配置図）として、家や前面の道路、隣家

との境界などを表示し、 

（１）宅地（敷地）のどの位置で発生したか 

（２）地割れ、陥没など、どのような（形状の）被害が発生したか 

（３）発生した被害の大きさはどれくらいか 

を記載してください。 

・専門家が作成した図面である必要はありません。ご自身の手書きでＯＫで

す。 
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2-1 実績報告 → 目次 エ）                 
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書き方の解説 

① 提出年月日 

・書類を市に提出する日付を記載してください。 

② 申請者 

・申請者（補助金の交付を受けようとする方）の郵便番号、住所、氏名、フリ

ガナ（カタカナで記載）、電話番号を記載してください。 

・被災したお住まいから一時的に避難している場合は、避難先である現住所

をご記載ください（郵送など書類が受け取れる宛先となります）。 

③ 交付決定の内容 

・交付申請書の提出後に柏崎市から送付する、「交付決定通知書」の記載内

容を転記してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 交付算定額 

・実施した工事内容・金額に基づき、「事業概要・補助金額算定書」により補

助金額を再算定してください（ページ６～９参照）。なお交付申請時から変

更がない場合は、申請時の「事業概要・補助金額算定書」の写しでＯＫです。 

（※工事内容の大幅な変更や補助金が増額となるような変更があっ 

た場合は、予め、変更申請手続きが必要となります。その際は、相談・申請窓

口までご連絡ください。） 

・この金額が、最終的な補助金の申請額となります。 

⑤ 補助金の振込先 

・補助金の振込先となる口座情報を記載してください。原則として申請者 

本人の口座名義でなければなりません。 
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3 補助金交付申請兼実績報告書 → 目次 カ）       
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書き方の解説 

① 提出年月日 

・書類を市に提出する日付を記載してください。 

② 申請者 

・申請者（補助金の交付を受けようとする方）の郵便番号、住所、氏名、フリ 

ガナ（カタカナで記載）、電話番号を記載してください。 

・被災したお住まいから一時的に避難している場合は、避難先である現住所 

をご記載ください（郵送など書類が受け取れる宛先となります）。 

③ り災番号など以下を参考に、り災証明書から転記してください。 
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3 補助金交付申請兼実績報告書のつづき        
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書き方の解説 

④ 被災住宅の建て方 

・手引き２ページ（本支援制度における住宅の定義のア・ウ・エ・オ）を参照し、

該当するものの□を黒塗りしてください。 

⑤ 申請者の区分 

・手引き２ページ（申請の要件②対象となる者）を参照し、該当するものの□

を黒塗りしてください。 

⑥ 被災宅地の所有者 

・申請される方と宅地（土地）の所有者が異なる場合は、その所有者の方の 

住所・氏名を記載してください。またその場合、添付書類として、その土地

を所有する方の同意書が必要となります。 

⑦ 工事期間 

・工事に着手した日、完了した日の日付を記載してください。 

⑧ 補助対象要件に関する確認 ・ 確認事項 

・本補助金の対象となる条件のうち主要なものを記載しています。 

・ひとつでも適合しないものがある場合は、補助金の対象になりません。 

⑨ 補助金申請額 

・手引き５ページ及び本書９ページ（1-2．事業概要・補助金額算定書⑨【H】） 

を参照し、算出した補助金申請額を記載してください。 

⑩ 補助金の振込先 

・補助金の振込先となる口座情報を記載してください。原則として申請者 

本人の口座名義でなければなりません。 

 

 

 

 

 

 


